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(57)【要約】
【課題】本発明は、効率よく組み立てることができ、容
易に所望の測定精度を確保することができる超音波式流
体計測装置を提供する。
【解決手段】
　本発明のガス計測装置１は、超音波信号を利用して流
路ユニットを流れる流体の流速を測定し、該流速から流
体の体積流量を計算して流体の使用量を計測する。ガス
計測装置１は、計測装置制御部９と、他の流路部に連結
して流路ユニット２を形成する計測流路部２２と、計測
流路部２２に配設され、超音波信号を相互に送受信する
第一超音波センサ４、および第二超音波センサ５と、計
測装置制御部９により制御される遮断弁３とを備え、計
測流路部２２には、第一超音波センサ４、第二超音波セ
ンサ４に加えて、さらに遮断弁３が設けられている。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波信号を利用して流路ユニットを流れる流体の流速を測定し、該流速から流体の体
積流量を計算して流体の使用量を計測する超音波式流体計測装置であって、
　他の流路部に連結して前記流路ユニットを形成する計測流路部と、
　前記計測流路部に配設され、前記超音波信号を相互に送受信する第一超音波振動子およ
び第二超音波振動子と、
　入力された制御信号に基づいて制御される１以上の制御対象機器と、を備え、
　前記計測流路部には、前記第一超音波振動子および前記第二超音波振動子に加えて、さ
らに少なくとも一つの前記制御対象機器が設けられている超音波式流体計測装置。
【請求項２】
　前記流路部に備えられる制御対象機器は、前記計測流路部における流体の流れを遮断す
るための遮断弁である請求項１に記載の超音波式流体計測装置。
【請求項３】
　前記流路ユニットは、
　前記計測流路部と、該計測流路部と連結される第一流路部および第二流路部を備え、
　前記第一流路部および前記第二流路部は、同一方向に延設されており、
　前記計測流路部は、前記第一流路部および前記第二流路部の延設方向に対して垂直方向
となるように延設され、上流側の端部で延設方向が異なる該第一流路部と連結するための
第一屈曲部と、下流側の端部で延設方向が異なる該第二流路部と連結するための第二屈曲
部とを有し、
　前記遮断弁が、前記第一屈曲部または第二屈曲部に配置される請求項２に記載の超音波
式流体計測装置。
【請求項４】
　前記遮断弁は、流路部の断面を塞ぐための弁体を有しており、
　前記弁体が、前記第一屈曲部または前記第二屈曲部から下流側に向かって移動するよう
に前記遮断弁が配置される請求項３に記載の超音波式流体計測装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、流路中を流れる流体の流速を測定し、該流速から流体の体積流量を計算して
流体の使用量を計測する超音波式流体計測装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　現在、一般のガス需要家宅には、計量室を通過する回数でガスの流量を計測する膜式ガ
スメータが取り付けられている。膜式ガスメータは、計測原理上、計量室に容量が必要な
ため大型になりがちであるが、その小型化が要望されていた。
【０００３】
　そこで、ガスメータの小型化を実現するものとして、近年では超音波式ガスメータが開
発されている。超音波式ガスメータでは、ガスが流れる流路の上流と下流とに超音波セン
サを設け、流路に流れるガスの流速を超音波の到達時間で計測し、ガスの流速からガスの
体積流量を計算してガスの使用量を計量している。
【０００４】
　また、ガスメータには、ガスの適切かつ安全な使用態様を確保するために、種々の保安
機能が備えられている。例えば、必要に応じて、ガスメータに内蔵された遮断弁によりガ
スを遮断することができるように構成されている。
【０００５】
　ところで、このような遮断弁と超音波センサとを備えた超音波式ガスメータでは、通常
、遮断弁、超音波センサなどの制御部に制御される部品（制御対象機器）と、流路本体と
はそれぞれ異なる製造メーカにて製造される。そして、完成品を組み立てる際に、別々に
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提供された制御対象機器と流路本体とを組み合わせて流路ユニットを形成する。このよう
に、制御対象機器と流路本体とはそれぞれ異なる製造メーカにて製造され、流路ユニット
の形状および寸法は、流路本体を製造する製造メーカにより決められることとなる。
【０００６】
　また、流路ユニットの組み立ては、具体的には特許文献１に示すように、電子部品が別
々に取り付けられた複数の流路部を連結して行われる。すなわち、特許文献１に示すガス
メータでは、ガス流入口に連通し、遮断弁の一部が挿入された入口流路部と、超音波セン
サが設けられた計測流路部と、ガス流出口と連通する出口流路部とを連結してガスメータ
の流路ユニットを形成する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００９－１８６４２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上述のような従来技術は、超音波式流体計測装置を効率よく組み立てる
ことができないという問題がある。
【０００９】
　より具体的には、超音波式ガスメータなどの超音波式流体計測装置では、入力された制
御信号に基づき制御される制御対象機器と流路本体とは異なる製造メーカにより提供され
ている。このため、必要なスペックは予め共有するものの、制御対象機器の製造メーカが
想定している流路の形状および寸法と、流路本体を提供する製造メータにより実際に製造
された流路の形状および寸法との間には誤差が生じ得る。
【００１０】
　このため、例えば、超音波振動子などの制御対象機器を実際に流路に取り付け、流速を
測定すると、測定精度に誤差が生じてしまう。あるいは、例えば、遮断弁などの制御対象
機器を実際に流路に取り付け、流路の遮断を行うと完全に流路を遮断できない場合がある
。
【００１１】
　そこで、現状では、超音波式流体計測装置を組み立てる際には、このような誤差を低減
させるために制御対象機器の微調整を行う必要がある。このように制御対象機器の流路へ
の取り付けに際して微調整等の作業が必要となるため、超音波式流体計測装置の組み立て
を効率よく行うことができない。
【００１２】
　本発明は、上述した問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、効率よく組み立
てることができ、容易に所望の測定精度を確保することができる超音波式流体計測装置を
実現することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明のある形態に係る超音波式流体計測装置は、上記した課題を解決するために、超
音波信号を利用して流路ユニットを流れる流体の流速を測定し、該流速から流体の体積流
量を計算して流体の使用量を計測する超音波式流体計測装置であって、他の流路部に連結
して前記流路ユニットを形成する計測流路部と、前記計測流路部に配設され、前記超音波
信号を相互に送受信する第一超音波振動子および第二超音波振動子と、入力された制御信
号に基づいて制御される１以上の制御対象機器と、を備え、前記計測流路部には、前記第
一超音波振動子および前記第二超音波振動子に加えて、さらに少なくとも一つの前記制御
対象機器が設けられている。
【００１４】
　上記した構成によると、流路ユニットを構成する計測流路部に、前記制御対象機器が備
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えられている。このため、制御対象機器と計測流路部とを一体に設計し、計測流路部に予
め第一、第二超音波振動子と制御対象機器とを組み込んでおくことができる。そして、超
音波式流体計測装置の製造時には、これら第一、第二超音波振動子と制御対象機器とを予
め組み込んだ計測流路部を提供することができる。
【００１５】
　つまり、このように第一、第二超音波振動子ならびに制御対象機器と計測流路部とを一
体に設計し、該計測流路部に組み込んでおくことができるため、第一、第二超音波振動子
ならびに制御対象機器の動作が確認済みの状態で計測流路部を提供することができる。
【００１６】
　それゆえ、計測流路部と第一、第二超音波振動子ならびに制御対象機器とを別々に提供
し、超音波式流体計測装置の製造時にこれらを組み合わせる場合と比較して、例えば、計
測流路部の形状および寸法のばらつき等に起因する、第一、第二超音波振動子ならびに制
御対象機器の微調整が不要となる。さらにまた、第一、第二超音波振動子ならびに制御対
象機器を計測流路部に取り付ける際に生じる取り付け精度のばらつきを考慮する必要もな
くなる。
【００１７】
　したがって、本発明に係る超音波式流体計測装置は、効率よく組み立てることができ、
容易に所望の測定精度を確保することができるという効果を奏する。
【００１８】
　また、本発明のある形態に係る超音波式流体計測装置は、上記した構成において、前記
流路部に備えられる制御対象機器は、前記計測流路部における流体の流れを遮断するため
の遮断弁であってもよい。
【００１９】
　このため、遮断弁と第一超音波振動子および第二超音波振動子と、これらを取り付ける
計測流路部とを一貫して製造することができる。したがって、遮断弁、第一超音波振動子
、および第二超音波振動子と計測流路部とが別々に提供される場合と比較して、遮断弁と
第一超音波振動子および第二超音波振動子とを計測流路部に取り付ける際に行う微調整等
が不要となる。
【００２０】
　また、本発明のある形態に係る超音波式流体計測装置は、上記した構成において、前記
流路ユニットは、前記計測流路部と、該計測流路部と連結される第一流路部および第二流
路部を備え、前記第一流路部および前記第二流路部は、同一方向に延設されており、前記
計測流路部は、前記第一流路部および前記第二流路部の延設方向に対して垂直方向となる
ように延設され、上流側の端部で延設方向が異なる該第一流路部と連結するための第一屈
曲部と、下流側の端部で延設方向が異なる該第二流路部と連結するための第二屈曲部とを
有し、前記遮断弁が、前記第一屈曲部または第二屈曲部に配置されるように構成されてい
てもよい。
【００２１】
　ここで、第一屈曲部または第二屈曲部を境に、上流側の流路の延設方向と下流側の流路
の延設方向とは異なるものとなる。
【００２２】
　上記した構成によると、遮断弁が前記第一屈曲部または第二屈曲部に配置されるため、
異なる方向に延設する上流側の流路または下流側の流路を遮断することができる。
【００２３】
　つまり、屈曲部ではなく直線上に伸びた流路部分に遮断弁が備えられる場合は、遮断弁
により遮断できる方向に流路を形成する必要があるため、流路部内における流路形状が複
雑なものとなってしまう。これに対して、本発明の更なる他の形態に係る超音波式流体計
測装置では、延設方向が異なる流路部同士を連結するために形成された屈曲部に遮断弁を
配置する。このため、流路部内の流路形状を複雑なものとする必要なく流路を遮断できる
方向にあわせて遮断弁を配置することができる。
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【００２４】
　また、本発明のある形態に係る超音波式流体計測装置は、上記した構成において、前記
遮断弁は、流路部の断面を塞ぐための弁体を有しており、前記弁体が、前記第一屈曲部ま
たは前記第二屈曲部から下流側に向かって移動するように前記遮断弁が配置されるように
構成されていてもよい。
【００２５】
　上記した構成によると、遮断弁が有する弁体は第一屈曲部または第二屈曲部から下流側
に向かって移動するため、ガスの流れに逆らって上流側に向かって移動する場合より、移
動に必要な力を小さくすることができる。このため、弁体を移動させるために必要な消費
電力量を抑えることができる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明は以上に説明したように構成され、効率よく組み立てることができ、容易に所望
の測定精度を確保することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の実施形態に係るガス計測装置の要部構成を示す概略図である。
【図２】図１に示すガス計測装置が備える流路ユニットの要部構成を示す断面図である。
【図３】本実施の形態に係る遮断弁の取り付け位置の流路構造に関する比較例を示す図で
ある。
【図４】他の実施の形態に係るガス計測装置が備える流路ユニットの要部構成を示す断面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明の好ましい実施の形態を、図面を参照して説明する。なお、以下では全て
の図を通じて同一又は対応する構成部材には同一の参照符号を付して、その説明について
は省略する。
【００２９】
　（ガス計測装置）
　まず、図１を参照して本実施の形態に係るガス計測装置（超音波式流体計測装置）１の
構成について説明する。
【００３０】
　図１は、本実施の形態に係るガス計測装置１の要部構成を示す概略図である。
【００３１】
　本実施の形態に係るガス計測装置１は、ガス配管の途中に設置されて、運用時（使用時
）には、ガス使用量としてガス流量の積算値を算出する超音波式ガスメータである。ガス
計測装置１は、ガス流量異常を検出して流路ユニット２の遮断を行うことができる。
【００３２】
　ガス計測装置１は図１に示すように、流路ユニット２、遮断弁（制御対象機器）３、第
一超音波センサ（第一超音波振動子）４、第二超音波センサ（第二超音波振動子）５、筐
体６、流入口７、流出口８、計測装置制御部（制御部）９、および電池１０を備えてなる
構成である。なお、ここでガスは、流入口７から流出口８に向かって流路ユニット２内を
一方向に流れるものとする。
【００３３】
　流入口７は、ガス供給源側のガス配管からガスがガス計測装置１に流れ込む入り口であ
る。本実施の形態に係るガス計測装置１では、筐体６の上面に設けられ、ガス供給源側の
ガス配管と流路ユニット２とをつなぐ。
【００３４】
　流出口８は、ガス計測装置１からガス消費源側のガス配管にガスが流れ出る出口である
。本実施の形態に係るガス計測装置１では、筐体６の上面に設けられ、ガス消費源側のガ
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ス配管と流路ユニット２とをつなぐ。
【００３５】
　流路ユニット２は、需要者に供給するガスが流れる中空円筒状の管であって、図１に示
すようにその上流側から順に遮断弁３、第一超音波センサ４、および第二超音波センサ５
が設けられている。なお、流路ユニット２の延設方向に対して垂直に切り出した面を流路
ユニット２の断面と称する。
【００３６】
　遮断弁３は、例えば、ガス流量異常などの異常検出、あるいは、外部からの流路ユニッ
ト２の遮断指示等に応じて、流路ユニット２を塞ぎ、ガスの流れを遮断するものである。
遮断弁３は、流路ユニット２を塞ぐための弁体３１と、該弁体３１の動力源であるステッ
ピングモータ３２とを備える。
【００３７】
　すなわち、ガス流量異常などの異常検出したり、外部からの流路ユニット２の遮断指示
を受信したりした場合、計測装置制御部９が遮断弁３の稼動を制御する。具体的には、計
測装置制御部９からの制御信号により、電池１０からステッピングモータ３２が有するス
テータのコイル（不図示）に位相差を持ったパルス状電流が印加される。そして、この電
流の印加によりステッピングモータ３２のロータ（不図示）が正回転する。
【００３８】
　このロータの回転により弁体３１が弁座１１側に前進し、流路ユニット２を塞ぐ。これ
により、流路ユニット２においてガスの流れを遮断することができる。なお、正方向の回
転とは、遮断弁３から弁座１１に向かってみた場合、時計周りとは逆の回転である。
【００３９】
　第一超音波センサ４および第二超音波センサ５は、相互に超音波を送受信するものであ
る。第一超音波センサ４は、流路ユニット２における上流側の側壁に、第二超音波センサ
５は流路ユニット２における下流側の側壁に設けられている。
【００４０】
　計測装置制御部９から第一超音波センサ４に駆動信号（制御信号）が入力されると、超
音波を第二超音波センサ５に向かって出力する。第一超音波センサ４から出力した超音波
は、流路ユニット２内を下流側に向かって斜め下方向に進み、第二超音波センサ５に向か
って伝搬する。一方、計測装置制御部９から第二超音波センサ５に駆動信号が入力される
と、超音波を第一超音波センサ４に向かって出力する。第二超音波センサ５から出力した
超音波は、流路ユニット２内を上流側に向かって斜め上方向に進み、第一超音波センサ４
に向かって伝搬する。そして、それぞれの超音波の到達時間を、計測装置制御部９が計測
し、到達時間の差から流路ユニット２を流れるガスの流速を計算する。
【００４１】
　計測装置制御部９は、ガス計測装置１の各種制御を行う制御機能と、ガス流量を算出す
る計測機能を有するものである。
【００４２】
　計測装置制御部９は、具体的には計測機能として以下のように動作する。すなわち、上
記したように、計測装置制御部９は、第一超音波センサ４から出力された超音波が第二超
音波センサ５に到達するまでの時間と、第二超音波センサ５から出力された超音波が第一
超音波センサ４に到達するまでの時間との差から流速を求める。そして、計測装置制御部
９は求めた流速に流路ユニット２の断面積と、補正係数とをかけあわせて流量を求める。
【００４３】
　このような計測機能は、例えば、超音波計測用のＬＳＩ（Large Scale Integration）
によって実現できる。このＬＳＩは、超音波測定を可能とするアナログ回路と、超音波の
伝搬時間を計測する動作をシーケンシャルで行うデジタル回路とから構成される。
【００４４】
　また、計測装置制御部９は、制御機能として以下のように動作する。すなわち、計測装
置制御部９は、不図示の異常検知センサのセンシング結果から異常の発生の有無を判定し
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たり、外部から流路ユニット２の遮断指示を受信したか否か判定したりする。そして、異
常が発生していると判定した場合、あるいは遮断指示を受信したと判定した場合、電池１
０から遮断弁３に電流を印加するように制御する。なお、このような制御機能は、例えば
、ＣＰＵによって実現できる。
【００４５】
　筐体６は、上述した流路ユニット２、遮断弁３、第一超音波センサ４、第二超音波セン
サ５、計測装置制御部９、および電池１０を収容するものである。筐体６はこれら各部材
を外部からの衝撃等から保護する。筐体６の形状は任意であるが、本実施形態では、筐体
６が直方体形状に形成されている構成を例示する。
【００４６】
　以上のように、本実施の形態に係るガス計測装置１は、第一超音波センサ４と第二超音
波センサ５とを備え、超音波によりガス流量を計測できる。また、遮断弁３により、必要
に応じて流路ユニット２を塞ぐことができる。このため、流路ユニット２を流れるガスを
遮断することができるため、ガスが漏れたり、ガスが発火したりするなどの事故を防止す
ることができる。
【００４７】
　ところで、本実施の形態に係るガス計測装置１では、流路ユニット２は、複数の流路部
から構成されている。以下において図２を参照して流路ユニット２の構成についてより詳
細に説明する。
【００４８】
　（流路ユニットの構成）
　図２に示すように、本実施の形態に係るガス計測装置１では、流路ユニット２は、入口
流路部２１（第一流路部）、計測流路部２２、および出口流路部（第二流路部）２３の３
つのモジュール（流路部）から構成される。そして、３つのモジュールを組み合わせて、
凹形状を形成している。図２は、図１に示すガス計測装置１が備える流路ユニット２の要
部構成を示す断面図である。この図２では、流路ユニット２の延設方向に沿って、該流路
ユニット２を切り出した断面形状を示している。
【００４９】
　入口流路部２１は、上流側の一端で流入口７を介してガス供給源側の配管と連結され、
下流側の他端で後述する計測流路部２２と連結される、中空円筒状の管である。入口流路
部２１は、流入口７からガス計測装置１の下方に向かって略鉛直方向に延設され、その上
流側および下流側それぞれの先端部は開口している（開口２１a、２１ｂ）。
【００５０】
　出口流路部２３は、下流側の一端で流出口８を介してガス消費源側の配管と連結され、
上流側の他端で後述する計測流路部２２と連結される、中空円筒状の管である。出口流路
部２３は、流出口８からガス計測装置１の下方に向かって略鉛直方向に延設され、その上
流側および下流側それぞれの先端部は開口している（開口２３a、２３ｂ）。
【００５１】
　計測流路部２２は、上流側の一端で入口流路部２１と連結され、下流側の一端で出口流
路部２３と連結される、中空円筒上の管である。計測流路部２２は、水平方向に延設され
、上流側端部近傍の上方側の側壁、下流側端部近傍の上方側の側壁にそれぞれ開口２２a
、２２ｂが設けられている。
【００５２】
　入口流路部２１と計測流路部２２との連結時には、計測流路部２２の上流側の側壁に設
けられた開口２２aと入口流路部２１の下流側先端部の開口２１ｂとによって入口流路部
２１と計測流路部２２とが連通するようになっている。また、計測流路部２２と出口流路
部２３との連結時には、計測流路部２２の下流側の側壁に設けられた開口２２ｂと、出口
流路部２３の上流側端部の開口２３ａとによって計測流路部２２と出口流路部２３とが連
通するようになっている。
【００５３】
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　すなわち、計測流路部２２は、入口流路部２１および出口流路部２３と延設方向が異な
っている。このため、延設方向が異なるこれらの流路部と連結するために、計測流路部２
２の上流側および下流側の両端部が、凹形状をなす流路ユニット２の屈曲部（第一屈曲部
）２４ａ、および屈曲部（第二屈曲部）２４ｂとなっている。
【００５４】
　また、計測流路部２２の屈曲部２４ａの側壁であって、計測流路部２２の断面と対向す
る位置には開口２２ｃが設けられている。なお、この開口２２ｃの中心点は、計測流路部
２２の断面の中心点と一致するように位置あわせされている。そして、この開口２２ｃか
ら遮断弁３の弁体３１およびステッピングモータ３２の一部が挿入される。開口２２ｃは
、弁体３１およびステッピングモータ３２の一部が挿入されると、該遮断弁３によって塞
がれる。このため、遮断弁３の一部（ステッピングモータ３２の一部および弁体３１）が
計測流路部２２内に、遮断弁３の残余部分（ステッピングモータ３２の残余部分）が流路
ユニット２外に配されることとなる。より具体的には、ステッピングモータ３２において
ステータ（不図示）など電流が印加される部位が流路ユニット２外に配される。
【００５５】
　遮断弁３の弁体３１は、閉弁時（流路ユニット２の遮断時）、計測流路部２２を上流か
ら下流に移動する。そこで、弁体３１の移動を妨げないように、計測流路部２２において
、弁体３１が移動する範囲の断面積の方が、それ以外の範囲の断面積よりも大きくなって
いる。
【００５６】
　なお、断面積が異なる部分のつなぎ目部分に弁座１１が形成されており、弁体３１は、
計測流路部２２内を移動してこの弁座１１と当接することで該計測流路部２２の断面を遮
断することができる。
【００５７】
　また、計測流路部２２の中央付近の上方側（図２における内周側）の側壁に第一超音波
センサ４から送信する超音波、および第二超音波センサ５から受信する超音波を通すため
の開口２２ｄが設けられている。そして、開口２２ｄが設けられている側壁部分に第一超
音波センサ４が取り付けられている。
【００５８】
　また、計測流路部２２の中央付近の下方側（図２における外周側）の側壁には第二超音
波センサ５から送信する超音波、および第一超音波センサ４から受信する超音波を通すた
めの開口２２ｅが設けられている。そして、開口２２ｅが設けられている側壁部分に第二
超音波センサ５が取り付けられている。
【００５９】
　なお、上述した入口流路部２１、計測流路部２２、および出口流路部２３それぞれは、
特に図示しないが連結部分の端部の周縁に放射状に突出したフランジが形成されており、
フランジ同士を重ね合わせ螺旋止めすることで連結することができる。
【００６０】
　以上のように、本実施の形態に係るガス計測装置１では、流路ユニット２は、３つのモ
ジュール化された流路部（入口流路部２１、計測流路部２２および出口流路部２３）を連
結することで組み立てることができるようになっている。
【００６１】
　また、流路ユニット２に取り付ける必要がある第一、第二超音波センサ４、５、および
制御対象機器（本実施形態では遮断弁３）がすべて１つの流路部、すなわち、計測流路部
２２に取り付けられている。このため、計測流路部２２のみを単一モジュールとして取り
引きすることができる。つまり、計測流路部２２の本体部分と第一、第二超音波センサ４
、５、および制御対象機器とを組み込んだ計測流路部２２を同一のメーカにより製造し、
提供することができる。
【００６２】
　このため、同一メーカにより流路形状、寸法を設計し、これに合わせて第一、第二超音
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波センサ４、５、および制御対象機器を組み入れることができるため、従来のような流路
形状、寸法のばらつきに起因する、例えば、第一超音波センサ４、第二超音波センサ５の
微調整等が不要となる。さらにまた、遮断弁３、第一超音波センサ４、第二超音波センサ
５を流路部に取り付ける際に生じる取り付け精度のばらつきに起因する微調整を、流路ユ
ニット２の組み立て時に行う必要が無くなる。
【００６３】
　したがって、本実施の形態に係るガス計測装置１では、ガス計測装置１の組み立てを効
率よく行うことができる。
【００６４】
　また、第一、第二超音波センサ４、５、および制御対象機器を備えた計測流路部２２を
一体として補償することができ、流路ユニット２において生じた第一、第二超音波センサ
４、５、および制御対象機器の故障原因、修理箇所等を効率よく特定することができる。
【００６５】
　また、図２に示すように、遮断弁３を計測流路部２２の上流側の端部に取り付ける構成
である。つまり、流路ユニット２全体の形状は、凹形状をしている。そして、遮断弁３は
、図２に示す凹形状のＬ字型に曲がった部分（鉛直方向から水平方向に折れ曲がった部分
）に形成される屈曲部２４ａに配置されている。そして、弁体３１が、屈曲部２４ａから
下流側に配される流路部（計測流路部２２）に沿って移動するように遮断弁３が配置され
る。
【００６６】
　このように、流路ユニット２の屈曲部２４ａに遮断弁３を取り付けることで、図３に示
すように入口流路部１２１の途中に遮断弁１３０を設ける構成よりも流路形状を簡易なも
のとすることができる。また、図３に示す流路形状よりも流路形状を簡易なものとするこ
とができるため、流路内においてガスの流れの乱れを低減させることができる。
【００６７】
　つまり、遮断弁３の一部は流路ユニット２の外に配置されなければならないなど、遮断
弁３の取り付け位置に関する制限がある。また、遮断弁３では、ステッピングモータ３２
の回転軸の軸方向に弁体３１が移動する構成である。
【００６８】
　このため、図３に示すように入口流路部１２１の途中に遮断弁１３０を設ける構成の場
合、以下のような屈曲構造を入口流路部２１内に形成しなければならない。すなわち、弁
体が当接する弁座を設けるために遮断弁１３０の取り付け位置の流路形状は、遮断弁１３
０に流入したガスが、流入方向(鉛直方向)から略直角に折れ曲がって流出するような形状
となっている。なお、図３は、本実施の形態に係る遮断弁３の取り付け位置の流路構造に
関する比較例を示す図である。図３では、入口流路部１２１に遮断弁１３０が設けられて
いる部分についてのみ示している。
【００６９】
　　（変形例）
　なお、上記では遮断弁３は弁体３１の動力源としてステッピングモータ３２を備える構
成であったが、備えるモータの種類はこれに限定されるものではない。例えば、ＤＣモー
タなど他の種類のモータであってもよい。
【００７０】
　また、上記では流路ユニット２は、３つのモジュール化された流路部（入口流路部２１
、計測流路部２２および出口流路部２３）を組み合わせて形成されていたが、必ずしもモ
ジュール化される数がこれに限定されるものではない。
【００７１】
　例えば、入口流路部２１と計測流路部２２とが一体に、あるいは計測流路部２２および
出口流路部２３が一体に形成されていてもよい。
【００７２】
　さらには、入口流路部２１または出口流路部２３がさらに複数の流路部から構成されて
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いてもよい。すなわち、流路ユニット２において備える必要のある第一、第二超音波セン
サ４、５、および少なくとも１つの制御対象機器が１つの流路部（計測流路部２２）に設
けられていればよい。
【００７３】
　また、上記では、計測流路部２２に設ける制御対象機器として、遮断弁３を例に挙げて
説明したが、計測流路部２２に設ける制御対象機器はこれに限定されるものではない。例
えば、ガス計測装置１における異常を検知するための異常検知センサを、制御対象機器と
して計測流路部２２にさらに備える構成であってもよい。なお、異常検知センサは、ガス
計測装置１に係る異常を検知するものである。この異常とは、例えば、ガス流量異常など
が挙げられる。ガス流量異常を検知する場合、この異常検知センサは、流路ユニット２内
を流れる流体の圧力を測定する圧力センサによって実現できる。
【００７４】
　また、本実施の形態に係る遮断弁３は、閉弁時に、弁体３１が計測流路部２２内をその
延設方向に上流側から下流側に向かって移動するように、計測流路部２２の上流側の端部
（流路ユニット２における屈曲部２４ａ）に配置される構成である。しかしながら、遮断
弁３の配置はこれに限定されるものではない。
【００７５】
　例えば、閉弁時に、弁体３１が入口流路部２１に向かって計測流路部２２内を下流側か
ら上流側に移動するように計測流路部２２の上流側の端部（流路ユニット２における屈曲
部２４ａ）に配置される構成であってもよい。
【００７６】
　さらには、図４に示すように、遮断弁３を計測流路部２２の下流側の端部（流路ユニッ
ト２における屈曲部２４ｂ）であって、弁体３１が出口流路部２３に向かって計測流路部
２２内を上流側から下流側に移動するように配置される構成であってもよい。あるいは、
遮断弁３を計測流路部２２の下流側の端部（流路ユニット２の屈曲部）であって、弁体３
１が計測流路部２２内をその延設方向に下流側から上流側に移動するように配置される構
成であってもよい。
【００７７】
　しかしながら、図２および図４に示す遮断弁３の配置のように、閉弁時における弁体３
１の移動は、上流側から下流側に向かう構成の方が好ましい。これは、ガスの流れに逆ら
って弁体３１を移動させようとするとガスの流れに合わせて移動する場合よりも大きな力
が必要となるからである。遮断弁３は、長期間の経過後であっても電池１０により可動す
ることが要望されている。このため、遮断弁３はその駆動にかかる消費電力が小さいこと
が必要である。
【００７８】
　このため、なるべく、大きな力を必要としないで弁体３１を移動させる必要があるとい
う点から、閉弁時には図２および図４に示すように閉弁時の弁体３１の移動が上流側から
下流側となるような遮断弁３の配置の方が好適である。
【００７９】
　なお、上記した実施形態ではガス使用量を計測するガス計測装置１を例に挙げて説明し
たが、計測対象はガスに限定されるものではなく、流体であればよい。
【００８０】
　上記説明から、当業者にとっては、本発明の多くの改良や他の実施形態が明らかである
。従って、上記説明は、例示としてのみ解釈されるべきであり、本発明を実行する最良の
態様を当業者に教示する目的で提供されたものである。本発明の精神を逸脱することなく
、その構造及び／又は機能の詳細を実質的に変更できる。
【産業上の利用可能性】
【００８１】
　本発明の超音波式流体計測装置は、効率よく組み立てることができるため、超音波式流
体計測装置を大量に生産する際に特に有用である。
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【符号の説明】
【００８２】
　１　　　ガス計測装置
　２　　　流路ユニット
　３　　　遮断弁
　４　　　第一超音波センサ
　５　　　第二超音波センサ
　７　　　流入口
　８　　　流出口
　９　　　計測装置制御部
　１０　　電池
　１１　　弁座
　２１　　入口流路部
　２１ａ　開口
　２１ｂ　開口
　２２　　計測流路部
　２２ａ　開口
　２２ｂ　開口
　２２ｃ　開口
　２２ｄ　開口
　２２ｅ　開口
　２３　　出口流路部
　２３ａ　開口
　２４ａ　屈曲部
　２４ｂ　屈曲部
　３１　　弁体
　３２　　ステッピングモータ
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